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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月15日(2011.9.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品の洗浄方法であって、
　（ａ）洗浄工程において物品洗浄機中で、物品と水性清浄組成物とを接触させることで
あって、該水性清浄組成物が、大部分の水性希釈剤と、該水性希釈剤１００万部当たり約
２００重量部～５０００重量部の物品洗浄洗剤とを含むこと；
　（ｂ）すすぎ工程において、前記洗浄後の物品と水性リンスとを接触させることであっ
て、該水性リンスが、意図的に添加されたリンス剤を実質的に含まず、前記水性清浄組成
物が、前記物品上に多糖類の層を提供するのに十分な量の多糖類を含有し、これにより前
記水性すすぎ工程において被覆作用をもたらすことを含み、
　前記多糖類が、最大０．９の（多糖類を含む洗剤を使用した乾燥時間）／（多糖類を含
まない洗剤を使用した乾燥時間）の比率に対応し、且つ／又は最大０．５の（多糖類を含
む洗剤を使用した５分後の液滴の数）／（多糖類を含まない洗剤を使用した５分後の液滴
の数）の比率に対応する、平均乾燥率を有し、かつさらに
　前記多糖類が、ヒドロキシエチルセルロース、疎水的に変性されたヒドロキシエチルセ
ルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、疎水的に変性されたエチルヒドロキシエ
チルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース及びグアーガム、２－ヒドロキシプロピ
ルエーテルからなる群より選択されることを特徴とする物品の洗浄方法。
【請求項２】
　前記多糖類が、前記洗剤の０．０１％～５０％（ｗ／ｗ）、０．１～２０％（ｗ／ｗ）
、０．２～１０％（ｗ／ｗ）、０．５～５％（ｗ／ｗ）、又は１～５％（ｗ／ｗ）を構成
する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記多糖類が、前記水性清浄組成物中に、１～１００ｐｐｍ、２～５０ｐｐｍ、又は５
～５０ｐｐｍの量で存在する請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記物品洗浄機が業務用自動機械である請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記洗浄工程が、高濃度の前記洗剤の投入及びそれに続く水性希釈剤による希釈を含む
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記洗剤及び前記多糖類を、別個の製品として前記洗浄工程に投入する請求項１に記載
の方法。
【請求項７】
　前記多糖類を、前記物品洗浄洗剤中で、他の多糖類及び／又は非イオン性界面活性剤若
しくは高分子界面活性剤と組み合わせる請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記多糖類が、ヒドロキシエチルセルロース又は疎水的に変性されたヒドロキシエチル
セルロースである請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記多糖類が、ヒドロキシプロピルセルロースである請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記多糖類が、エチルヒドロキシエチルセルロース又は疎水的に変性されたエチルヒド
ロキシエチルセルロースである請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記多糖類が、グアーガム、２－ヒドロキシプロピルエーテルである請求項１に記載の
方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法であって、前記物品洗浄機が、業務用自動物品洗浄機であり、前
記洗浄工程から前記すすぎ工程への前記水性清浄組成物の持ち越しがなく；前記多糖類は
前記洗剤の１０％（ｗ／ｗ）以下を構成し；該方法は、意図的に添加されたリンス剤を含
む組成物によるすすぎ工程を含まないように構成されており；かつさらに、前記洗浄工程
からの前記水性清浄組成物が前記すすぎ工程中へ持ち越されないことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　物品の洗浄方法であって、
　（ａ）洗浄工程において物品洗浄機中で、物品と水性清浄組成物とを接触させることで
あって、該水性清浄組成物が、大部分の水性希釈剤と、該水性希釈剤１００万部当たり約
２００重量部～５０００重量部の物品洗浄洗剤とを含むこと；
　（ｂ）すすぎ工程において、前記洗浄後の物品と水性リンスとを接触させることであっ
て、該水性リンスが、意図的に添加されたリンス剤を実質的に含まず、前記物品洗浄洗剤
が、前記物品上に多糖類の層を提供するのに十分な量の多糖類を含有し、これにより前記
水性すすぎ工程において被覆作用をもたらすことを含み、
　前記多糖類が、最大０．９の（多糖類を含む洗剤を使用した乾燥時間）／（多糖類を含
まない洗剤を使用した乾燥時間）の比率に対応し、且つ／又は最大０．５の（多糖類を含
む洗剤を使用した５分後の液滴の数）／（多糖類を含まない洗剤を使用した５分後の液滴
の数）の比率に対応する、平均乾燥率を有し、かつさらに
　前記多糖類が、グアーガム、２－ヒドロキシ－３－（トリメチルアンモニウム）プロピ
ルエーテルであることを特徴とする物品の洗浄方法。
【請求項１４】
　前記多糖類が、前記洗剤の０．０１％～５０％（ｗ／ｗ）を構成する請求項１３に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記物品洗浄機が業務用自動機械である請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の方法であって、前記物品洗浄機が、業務用自動物品洗浄機であり、
前記洗浄工程から前記すすぎ工程への前記水性清浄組成物の持ち越しがなく；前記多糖類
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は前記洗剤の１０％（ｗ／ｗ）以下を構成し；該方法は、意図的に添加されたリンス剤を
含む組成物によるすすぎ工程を含まないように構成されており；かつさらに、前記洗浄工
程からの前記水性清浄組成物が前記すすぎ工程中へ持ち越されないことを特徴とする方法
。
【請求項１７】
　物品の洗浄方法であって、
　（ａ）洗浄工程において物品洗浄機中で、物品と水性清浄組成物とを接触させることで
あって、該水性清浄組成物が、大部分の水性希釈剤と、該水性希釈剤１００万部当たり約
２００重量部～５０００重量部の物品洗浄洗剤とを含むこと；
　（ｂ）すすぎ工程において、前記洗浄後の物品と水性リンスとを接触させることであっ
て、該水性リンスが、意図的に添加されたリンス剤を実質的に含まず、前記物品洗浄洗剤
が、前記物品上に多糖類の層を提供するのに十分な量の多糖類を含有し、これにより前記
水性すすぎ工程において被覆作用をもたらすことを含み、
　前記多糖類が、最大０．９の（多糖類を含む洗剤を使用した乾燥時間）／（多糖類を含
まない洗剤を使用した乾燥時間）の比率に対応し、且つ／又は最大０．５の（多糖類を含
む洗剤を使用した５分後の液滴の数）／（多糖類を含まない洗剤を使用した５分後の液滴
の数）の比率に対応する、平均乾燥率を有し、かつさらに
　前記多糖類が、キサンタンガム、カラギーナンガム、ローカストビーンガム、アルギン
酸カルシウム、ペクチン及びジャガイモデンプンからなる群より選択されることを特徴と
する物品の洗浄方法。
【請求項１８】
　前記多糖類が、前記洗剤の０．０１％～５０％（ｗ／ｗ）を構成する請求項１７に記載
の方法。
【請求項１９】
　前記物品洗浄機が業務用自動機械である請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　請求項１７に記載の方法であって、前記物品洗浄機が、業務用自動物品洗浄機であり、
前記洗浄工程から前記すすぎ工程への前記水性清浄組成物の持ち越しがなく；前記多糖類
は前記洗剤の１０％（ｗ／ｗ）以下を構成し；該方法は、意図的に添加されたリンス剤を
含む組成物によるすすぎ工程を含まないように構成されており；かつさらに、前記洗浄工
程からの前記水性清浄組成物が前記すすぎ工程中へ持ち越されないことを特徴とする方法
。
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